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別表３ 

 

食肉リース 

 

（１）食肉の加工、販売及び畜産副産物の処理に必要な施設等 

項  目 品    目 
貸付期間 

（年） 

保管用機械・装 

置 

ストッカー ６ 

非冷ショーケース、食肉保管用棚（陳列棚） ８ 

冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、冷蔵冷凍装置、冷凍

機、冷却機、冷却装置 
９ 

食肉調製用機械 

包装機、ラベラー、ミートスライサー、バンドソー、カッタ

ー、チョッパー、ミートテンダー、シュリンカー、ミートホ

ルダー、自動切断機、タンブラー、冷却槽、内臓処理機、残

毛処理機 

９ 

惣菜用機械 

串刺機、ボイル機、串焼機、水煮槽、充填機、フライヤー、

整型粉着機、成形機、塩漬機、ロースター、オーブン、蒸し

器、燻煙機、食油濾過機、糸巻機、熟成庫、蒸気釜、レンジ、

全自動調理機 

９ 

車両 

冷蔵・冷凍車（軽）、保冷車（軽） ４ 

冷蔵・冷凍車、保冷車、冷蔵・冷凍車（車台）、冷蔵・冷凍

車（コンテナ）、牛枝肉懸垂車 
５ 

計量用機械 自動計量機 ５ 

経営管理用機械 

コンピューター（サーバー用を除く） ４ 

コンピューター（サーバー用） ５ 

レジスター、プリンター、ハンディターミナル ５ 

汚水処理用機械 

・装置 

ばっ気装置、脱臭装置（小型）、脱臭装置（大型）、浄化装置、

汚泥脱水機、汚泥乾燥機 
７ 

貯留槽（ＦＲＰ）、浄化槽（ＦＲＰ） １０ 

その他 

ショベルローダー ７ 

室内運搬機、垂直搬送機 ４ 

シンク、作業台 ５ 

作業場用空調機 ６ 

飲食店用機械 ８ 

解凍庫、金属検出機、コンプレッサー、洗浄機、殺菌装置、

室内衛生管理機器、ミキサー、梱包機、自動切断鋸、ナイフ

研磨機、解凍機、急速冷凍解凍機、乾燥機、解凍装置、コン

ベアー、ボイラー、除湿装置、製氷機、枝肉搬送レール装置 

９ 
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（２）食肉処理等施設等 

項  目 品    目 
貸付期間 

（年） 

保管用機械・装 

置 

ストッカー ６ 

非冷ショーケース、食肉保管用棚（陳列棚） ８ 

冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、冷蔵冷凍装置、冷凍

機、冷却機、冷却装置 
９ 

食肉調製用機械 

包装機、ラベラー、ミートスライサー、バンドソー、カッタ

ー、チョッパー、ミートテンダー、シュリンカー、ミートホ

ルダー、自動切断機、タンブラー、冷却槽、内臓処理機、残

毛処理機 

９ 

惣菜用機械 

串刺機、ボイル機、串焼機、水煮槽、充填機、フライヤー、

整型粉着機、成形機、塩漬機、ロースター、オーブン、蒸し

器、燻煙機、食油濾過機、糸巻機、熟成庫、蒸気釜、レンジ、

全自動調理機 

９ 

車両 

冷蔵・冷凍車（軽）、保冷車（軽） ４ 

冷蔵・冷凍車、保冷車、冷蔵・冷凍車（車台）、冷蔵・冷凍

車（コンテナ）、牛枝肉懸垂車 
５ 

計量用機械 自動計量機 ５ 

経営管理用機械 

コンピューター（サーバー用を除く） ４ 

コンピューター（サーバー用） ５ 

レジスター、プリンター、ハンディターミナル ５ 

と畜処理用機械 

中躯等切断機、除骨機、脱骨機、皮剥ぎ機、背割機、枝肉搬

送レール装置、枝肉自動計量機、衛生管理設備、生体追込

機、生体計量機、生体洗浄機、ノッキングペン、ランディン

グマシン、スタニングガン、殴打式スタニングガン、生体保

体装置、腹乗せコンベアー、失神装置、不動体化機械、脊髄

吸引装置、脊髄除去刃装置、頭蓋破砕機、スクリューコンベ

アー、放血処理機、ナイフ消毒槽、昇降作業台、食道結紮機、

ホーンカッター、電動胸割機、消毒槽、デハイダー、吊り替

え機、肛門結紮機、電気刺激機、脱毛機、飽和蒸気機、水切

機、スチームバキューム機、解体処理コンベアー、副生物搬

送機、副生物切開機、ボイル装置、副生物冷却用製氷機 

１０ 

汚水処理用機

械・装置 

ばっ気装置、脱臭装置（小型）、脱臭装置（大型）、浄化装置、

汚泥脱水機、汚泥乾燥機 
７ 

貯留槽（ＦＲＰ）、浄化槽（ＦＲＰ） １０ 

その他 

ショベルローダー ７ 

室内運搬機 ４ 

シンク、作業台 ５ 

作業場用空調機 ６ 

飲食店用機械 ８ 
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解凍庫、金属検出機、コンプレッサー、洗浄機、殺菌装置、

室内衛生管理機器、ミキサー、梱包機、自動切断鋸、ナイフ

研磨機、解凍機、急速冷凍解凍機、乾燥機、解凍装置、コン

ベアー、ボイラー、給湯機器、除湿装置、製氷機、枝肉搬送

レール装置 

９ 

注 １ 本表は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

別表を準用したものである。 

２ 本表に記載のない貸付施設等がある場合には、申請のあった貸付施設等に基づき定

めるものとする。 

 

 

（３）第３の４の（２）のウの（ア）により指定する衛生管理機械 

    冷蔵・冷凍車 

    冷蔵・冷凍車（軽） 

     冷蔵・冷凍車（車台） 

    冷蔵・冷凍車（コンテナ） 

     洗浄機 

     室内衛生管理機器 

     内臓処理機 

残毛処理機 


